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2011 年 11 月 1 日 達 第 87 号 
船用材料・機器等の承認及び認定要領の一部を改正する達 
 
「船用材料・機器等の承認及び認定要領」の一部を次のように改正する。 

 
改正その 1 
 

第 2 編 艤装品 

 
1 章 アンカーの製造方法の承認 

書式例 2-1 を次のように改める。 
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書式例 2-1 
アンカーの製造法承認申込書 

 
( 新規  更新  変更) 

(財)日本海事協会 材料艤装部 御中 
(〒102-8567 東京都千代田区紀尾井町 4-7) 
      申込者文書番号（           ） 
 
        年  月  日 
 
 
 申込者名：     印 
 
 住  所： 〒         
 
 担当者氏名：      
 
 TEL：        
  
 FAX：        
 
鋼船規則 L 編 2.1.4 に定めるところにより，下記のアンカーの製造法の承認を申込みます。 

種 類 及 び 型 式  
（ 例 ： ス ト ッ ク レ ス ア

ン カ ー J I S  F 3 3 0 1）  

 

既承認番号（継続又は変更の

場合のみ記入） 

 

製 造 所 の 所 在 地  
 

承 認 希 望 最 大 質

量 （ 例 ： 2 0 t ）  

 

鋼 種 （ 例 ： K S C 4 2 ）
 

提 出 図 面 及 び  
資 料 の 名 称  

 

試 験 実 施 日 等  

(1) 工場調査希望日（    年  月  日） 
(2) 承認試験希望日（    年  月  日） 
(3) 把駐力試験 

実施場所（            ） 
実施希望日（    年  月  日） 

注） 
1. この申込書の提出は 1 部とする。 
2. 初めて承認を申込む場合は「新規」，承認の更新を申込む場合は「更新」，承認内容の変更を申込む場合は「変更」の文

字の前の 内に×印を入れる。 
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2 章 チェーンの製造方法の承認 

書式例 2-2 を次のように改める。 
 
書式例 2-2 

チェーンの製造法承認申込書 
 

( 新規  更新  変更) 

(財)日本海事協会 材料艤装部 御中 
(〒102-8567 東京都千代田区紀尾井町 4-7) 
 
      申込者文書番号（           ） 
 
        年  月  日 
 
 申込者名：     印 
 
 住   所： 〒         
 
 担当者氏名：      
 
 TEL：        
  
 FAX：        
 
鋼船規則 L 編 3.1.4 に定めるところにより，下記のチェーンの製造法の承認を申込みます。 

種  類  
（ 例：第 3 種 チ ェ ー ン ）

 

既承認番号（継続又は変更の

場合のみ記入） 

 

製 造 所 の 所 在 地  
 

材  料 （ 例 ： K S B C 7 0）
 

熱 処 理  
（ 例：焼 入 れ 焼 き 戻 し ）

 

承 認 希 望 最 大 径

（ 例 ： φ 1 3 2 m m ）  

 

提 出 図 面 及 び  
資 料 の 名 称  

 

注） 
1. この申込書の提出は 1 部とする。 
2. 初めて承認を申込む場合は「新規」，承認の更新を申込む場合は「更新」，承認内容の変更を申込む場合は「変更」の文

字の前の 内に×印を入れる。 
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4 章 合成繊維ロープ用原糸の認定 

書式例 2-3 を次のように改める。 
 

書式例 2-3 
合成繊維ロープ用原糸認定申込書 

 
( 新規  更新  変更) 

(財)日本海事協会 材料艤装部 御中 
(〒102-8567 東京都千代田区紀尾井町 4-7) 
 
      申込者文書番号（           ） 
 
        年  月  日 
 
 
 申込者名：     印 
 
 住   所： 〒         
 
 担当者氏名：      
 
 TEL：        
  
 FAX：        
 
 
鋼船規則 L 編 5.1.3 に定めるところにより，下記の合成繊維ロープ用原糸の認定を申込みます。 
 

材  料（ 例：ビ ニ ロ ン ） 
 

種  類  
（ 例 ： 1 種 用 モ ノ フ ィ

ラ メ ン ト ）  

 

既認定番号（継続又は変更の

場合のみ記入） 

 

製 造 所 の 所 在 地  
 

提 出 図 面 及 び  
資 料 の 名 称  

 

注） 
1. この申込書の提出は 1 部とする。 
2. 初めて認定を申込む場合は「新規」，認定の更新を申込む場合は「更新」，認定内容の変更を申込む場合は「変更」の文

字の前の 内に×印を入れる。 
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5 章 合成繊維ロープの製造方法の承認 

書式例 2-4 を次のように改める。 
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6 章 非常曳航設備 

書式例 2-5 を次のように改める。 
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7 章 繊維強化プラスチック（FRP）製品の使用承認 

書式例 2-6 を次のように改める。 
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第 6 編 機関 

3 章 安全弁等の吹出量に係る承認 

3.2 承認申込 

3.2.1 承認申込書 
 
書式例 6-3 を次のように改める。 
 
    書式例 6-3 
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9 章 メカニカルジョイントの使用承認 

9.2 承認申込 

9.2.1 承認申込書 
 
書式例 6-9 を次のように改める。 
 
書式例 6-9 

メカニカルジョイントの使用承認申込書 
 

( 新規  更新  変更) 

(財)日本海事協会 機関部 御中 
(〒102-8567 東京都千代田区紀尾井町 4-7) 
 
      申込者文書番号 
        年  月  日 
 
 申込会社 住所・社名・印 
 
 英文会社名 
 
 連絡先 電話番号・氏名  
 
鋼船規則 D 編 12.3.3-1.の規定に基づき，「船用材料・機器等の承認及び認定要領」第 6 編 9 章に定めるとこ

ろにより，下記の船用機器を貴会船級船に使用することの承認を申し込みます。 
 

和文 

物件の名称  
英文 

既承認番号（継続又は

変更の場合のみ記入）

物 件 の 型 式 型 番  

 

構 造 の 補 足 説 明  
(必要な場合） 

 

提 出 図 面  
資 料 の 名 称  

 

注 1. この申込書の提出は，1 部とする。 
注 2. 初めて承認を申込むときは「新規」，承認内容の変更を申込むときは「変更」，また承認の更新を申込むときは「更新」の

文字の前の 内に×印を入れる。 
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10 章 ディーゼル機関のクランク室逃し弁の使用承認 

10.2 承認申込 

10.2.1 承認申込書 
 
書式例 6-10 を次のように改める。 
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第 7 編 制御及び計装用機器並びに電気設備 

6 章 オイルミスト検出装置の使用承認 

6.2 承認申込 

6.2.1 承認申込書 
 
書式例 7-8 を次のように改める。 
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附  則（改正その 1） 
 

1. この達は，2011 年 4 月 1 日から施行する。 
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改正その 2 
 

第 6 編 機関 

6 章 プラスチック管の使用承認 

6.1 一般 

6.1.2 定義 
 
(1)を次のように改める。 
 

(1) プラスチックとは，PVC や繊維強化プラスチック（FRP）のように強化されている

かいないかを問わず，熱可塑性プラスチック及び熱硬化性プラスチックの両方をい

う。また，合成ゴム及び同等の熱的／機械的性質を有する材料はプラスチックとし

て扱う。 
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6.9 試験基準 

6.9.1 製造法承認試験の基準 
 
表 6.6 を次のように改める。 
 

表 6.6 プラスチック管の製造法承認試験方法及び判定基準 
試験項目 試験方法 判定基準 

（省略） 

耐火性 
IMO Res. A.753(18) Appendix 1, 2 
（IMO Res. MSC.313(88)による改正

を含む） 

L1: 乾燥状態で完全性を失わず最低 1 時間，IMO Res. 
A753(18) Appendix 1 に規定した耐火試験に合格した

管は，耐火性基準のレベル 1（L1）とする。 
L2: 乾燥状態で最低 30 分， IMO Res. A753(18) 
Appendix 1 に規定した耐火試験に合格した管は，耐火

性基準のレベル 2（L2）とする。 
L3: 湿潤状態で最低 30 分， IMO Res. A753(18) 
Appendix 2 に規定した耐火試験に合格した管は，耐火

性基準のレベル 3（L3）とする。 
L1: 乾燥状態における耐火試験（試験時間 60 分以上）

及び耐圧試験（試験時間 15 分以上）を実施し，

耐圧試験中に漏洩がないことが確認された管は，

耐火性基準のレベル 1（L1）とする。 
L1W: 乾燥状態における耐火試験（試験時間 60 分以

上）及び耐圧試験（試験時間 15 分以上）を実施

し，耐圧試験中の漏洩量が 5%以下であることが

確認された管は，耐火性基準のレベル 1W（L1W）

とする。 
L2: 乾燥状態における耐火試験（試験時間 30 分以上）

及び耐圧試験（試験時間 15 分以上）を実施し，

耐圧試験中に漏洩がないことが確認された管は，

耐火性基準のレベル 2（L2）とする。 
L2W: 乾燥状態における耐火試験（試験時間 30 分以

上）及び耐圧試験（試験時間 15 分以上）を実施

し，耐圧試験中の漏洩量が 5%以下であることが

確認された管は，耐火性基準のレベル 2W（L2W）

とする。 
L3: 湿潤状態における耐火試験（試験時間 30 分以上）

及び耐圧試験（試験時間 15 分以上）を実施し，

耐圧試験中の漏洩量が毎分 0.2リットル以下であ

ることが確認された管は，耐火性基準のレベル 3
（L3）とする。 

（省略） 

 
 
 
 

附  則（改正その 2） 
 

1. この達は，2011 年 11 月 1 日から施行する。 
 


